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＜募集・採用における雇用対策法の改正に伴う年齢制限の禁止について＞ 

株式会社アヴァンティスタッフ 

 

雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が禁止となり、平成１９年１０月１日から施行

されます。 

労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。なお、合理的な

理由があって例外的に年齢制限が認められる場合を厚生労働省令で定めています。 募集・採用の際

に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当しております。  

 

■例外的に年齢制限を行うことが認められる場合  

 

【１号】定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない雇用契約の対象

として募集・採用する場合  

【２号】労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 

【３号のイ】長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合 

【３号のロ】技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない

特定の年齢層に限定して募集・採用する場合 

【３号のハ】芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 

【３号のニ】６０歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しよ

うとする場合に限る。）の対象となる者に限定して募集・採用する場合 

 

 

□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□■■■□ 

 

※ 平成１９年９月３０日までに受理されました求人は、旧法令様式にて表示されております。 

 

＜旧法令：年齢制限に係る理由の提示について＞ 

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を改正する法律（略称「改正高齢法」）が平成１６年１２月１

日に施行されました。当社の求人案件には年齢制限のあるものにつきましては、事由を明示しており

ます。  

＜やむを得ない事由の１０項目＞ 

１：長期雇用を前提とした新卒採用等 

２：従業員数が少ない特定の年齢層の補充 

３：定年または継続雇用の最高雇用年齢まで働ける年数を考えると能力発揮が難しい 

４：就業規則で賃金を年齢により決めている 

５：特定の年齢層を対象に商品販売を行なう 

６：芸術・芸能分野で年齢が条件になる 

７：労災などを防ぐ為に年齢を限定 

８：加齢による体力や視力の低下で、業務の遂行が難しい 

９：行政機関の施策に応じ、中高年に限定して採用する 

１０：労基法で特定の年齢層の就業が制限されている 


